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表紙*電子提供措置用*

第26回 　 定 時 株 主 総 会

招集ご通知
開催日時：
2025年６月21日(土曜日) 午前10時
受付開始 午前９時30分

開催場所：
横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ
４階 清流Ⅰ
神奈川県横浜市西区北幸一丁目３番23号
（「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

決議事項：
第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　定款一部変更の件
第３号議案　取締役２名選任の件
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書面（郵送）・インターネットでの議決権行使期限

（郵送到着時限/インターネット入力時限）
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招集ご通知

証券コード：3477
2025年５月30日

株　主　各　位
神奈川県横浜市港北区大倉山一丁目14番11号
フ ォ ー ラ イ フ 株 式 会 社

代表取締役社長 奥 本 健 二

【当社ウェブサイト】
https://ir.forlifeand.com/ja/stock/meeting.html

【株主総会資料　掲載ウェブサイト】
https://d.sokai.jp/3477/teiji/

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第26回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、当社第26回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につい

て電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、
いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

（上記ウェブサイトにアクセスしていただき、第26回定時株主総会「関連資料」よりご確認くだ
さい。）

（上記ウェブサイトにアクセスしていただき、「銘柄名（会社名）」に「フォーライフ」又は
「コード」に「3477」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、
「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日のご出席に代えて、書面又はインターネットによって議決権を行使することができます
ので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2025年６月20日（金曜日）午後６時までに
議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。インターネットによる議決権行使の方法につき
ましては、４頁の「電子議決権行使方法のご案内」をご参照ください。

敬　具

－ 1 －
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招集ご通知

１．日 時 2025年６月21日（土曜日）午前10時（受付開始 午前９時30分）

２．場 所 神奈川県横浜市西区北幸一丁目３番23号
横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ ４階 清流Ⅰ
（ご来場の際は、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項

決 議 事 項
第１号議案
第２号議案
第３号議案

第26期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

剰余金の処分の件
定款一部変更の件
取締役２名選任の件

４． 招集にあたっての決定事項
(1) 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否

の表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。
(2) 書面（郵送）とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問

わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
(3) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主様１名を代理人として

株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりま
すのでご了承ください。

記

以　上

－ 2 －
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招集ご通知

議決権行使についてのご案内

■ 株主総会にご出席される場合
議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
（ご捺印は不要です。）

■ 書面（郵送）で議決権を行使される場合
議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、
2025年６月20日（金曜日）午後6時までに到着するよう
ご返送ください。

■ インターネットで議決権を行使される場合

次頁の「電子議決権行使方法のご案内」をご参照のうえ、
2025年６月20日（金曜日）午後6時までにご入力ください。

● 当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受
付にご提出くださいますようお願い申しあげます。

● 当日は、些少ながらお土産をご用意しておりますが、ご持参の議決権行使書用紙の枚数にかかわ
らず、ご出席の株主お一人様に対し1個とさせていただきます。

● 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び株主総
会資料 掲載ウェブサイト並びに東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を
掲載いたします。

● 電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第15条第２項の規定に基
づき、書面交付請求いただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。したがい
まして、当該書面に記載している事業報告及び計算書類は、監査役が監査報告を、会計監査人が
会計監査報告を作成するに際して監査した事業報告、計算書類の一部であります。
○ 事業報告「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」
○ 計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

－ 3 －
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電子議決権行使方法のご案内

URL：https://forlifeand.premium-yutaiclub.jp/

電子議決権行使方法のご案内
１．会員登録

以下のURLから議決権行使サイト「フォーライフ・プレミアム優待倶楽部」にアクセスし、必要
な情報をご入力のうえ、会員登録をお願いいたします。

【新規会員登録に必要なユーザー情報】
■株主番号　　　株主様ご自身の株主番号をご入力ください。
■郵便番号　　　株主様ご自身の郵便番号をご入力ください。
■仮パスワード　専用ハガキ「株主の皆さまへ株主優待のお知らせ」に記載されている

「仮パスワード」をご入力ください。
　　　　　　　※仮登録完了メールが届きますので、本登録を完了してください。

２．ログイン＆議決権行使
STEP １　　「株主ポスト」ページへアクセスしてください。
STEP ２　　「議決権行使」ページへアクセスして、賛否を選択してください。

＜ご注意事項＞
１. 複数回にわたり議決権を行使された場合の議決権の取り扱い

・書面（郵送）とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わ
ず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

・インターネットでの議決権行使は、一回限り行うことができます。
２. 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する通信費は、株主の皆様のご負担になりますので

ご了承ください。

システムおよび議決権行使方法に関するお問い合わせ
フォーライフ・プレミアム優待倶楽部ヘルプデスク

お問い合わせ先：0120－980－965
通話無料／受付時間　９:00～17:00（土・日・祝日・年末年始を除く）

－ 4 －



2025/05/24 13:14:48 / 24180700_フォーライフ株式会社_招集通知_電子提供措置用

剰余金処分議案

株主総会参考書類
議案及び参考事項

　第１号議案　剰余金の処分の件
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題のひとつとして位置づけ、企業価値の増

大に向け積極的に事業の成長に向けた投資や新たな事業領域への参入等を行うとともに、業績に応
じた成果を株主の皆様に配分することを基本方針としております。配当金については、配当性向
20％を配当額の目途として安定配当に努めてまいります。

当期の期末配当につきましては、上記の基本方針、当期の業績、今後の事業展開等を総合的に勘
案し、以下のとおりといたしたいと存じます。

⑴　配当財産の種類
金銭

⑵　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金27円50銭　　配当総額109,978,770円

⑶　剰余金の配当が効力を生じる日
2025年６月23日

－ 5 －
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定款一部変更議案

現行定款 変更案
第１条～第17条　（条文省略）
（員数）
第18条　当会社の取締役は、５名以内とす
る。
第19条～第39条　（条文省略）

第１条～第17条　（現行どおり）
（員数）
第18条　当会社の取締役は、９名以内とす
る。
第19条～第39条　（現行どおり）

　第２号議案　定款一部変更の件
１．提案の理由
取締役会の監督機能と業務執行機能の分離を進め、当社の経営体制の強化を図るとともに、コーポ

レートガバナンスの充実を更にさせることを目的に、現行定款第18条の取締役の員数を５名以内か
ら９名以内に変更するものであります。

２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

－ 6 －
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取締役選任議案

候補者番号

１
すず

鈴　
き

木　
とおる

亨 （1966年6月22日生） 新　任
　

所有する当社の株式数 ― 取締役会の出席率 ―

略歴､地位、担当及び
重要な兼職の状況

2015年 １ 月　当社入社
2017年 ５ 月　当社執行役員　経営管理部長
2017年10 月　当社執行役員　経営管理部長兼経営企画部長
2018年 １ 月　当社執行役員　経営管理部長
2019年 ２ 月　当社執行役員　経理財務部長
2022年 ４ 月　当社執行役員　管理本部経理部長
2025年 ４ 月　当社執行役員　管理本部経理財務部長（現任）

取締役候補者
とした理由

鈴木亨氏は、当社入社後、経営管理、経営企画部門での責任者を務めており、財務及び会
計に関する豊富な知見と実務経験を有しております。これらの知見や経験を活かすことに
より、取締役会の意思決定機能や監督機能の強化が期待されるとともに、当社の持続的成
長及び事業推進のために適切な人材であると判断したため、新たに取締役候補者といたし
ました。

　第３号議案　取締役２名選任の件
第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されることを条件として、経営体制の

強化を図るため、取締役２名を増員することとし、取締役２名の選任をお願いするものでありま
す。なお、新たに選任される取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の
満了する時までとなります。

取締役候補者は次のとおりであります。

－ 7 －
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取締役選任議案

候補者番号

２
た け い

武井　
さ よ り

佐代里 （1968年12月27日生） 新　任
　

社外取締役
　

独立役員
　

所有する当社の株式数 ― 取締役会の出席率 ―

略歴､地位及び
重要な兼職の状況

1991年 ４ 月　建設省（現国土交通省）入省
2004年 ７ 月　厚生労働省老健局
2006年 ４ 月　兵庫県県土整備部住宅計画課長
2008年 ４ 月　国土交通省都市局・住宅局
2014年 ４ 月　川崎市まちづくり局市街地開発部長
2016年 ７ 月　国土交通省住宅局住宅総合整備課公共住宅事業調整官
2017年 ７ 月　厚生労働省老健局高齢者支援課長
2019年 ７ 月　国土交通省住宅局住宅生産課長
2020年 ７ 月　内閣府地方創生推進事務局内閣審議官
2022年 ７ 月　独立行政法人都市再生機構理事
2024年 ７ 月　国土交通省退職
2025年 １ 月　株式会社電通ライブ　取締役（非常勤）（現任）

（重要な兼職の状況）
株式会社電通ライブ　取締役（非常勤）

社外取締役候補者
とした理由及び期待さ

れる役割の概要

武井佐代里氏は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、国土交通省や厚生労働省
で住宅・建築や街づくりに関わる施策に携わるほか、自治体における団地の再生や市街地
の拠点整備や密集市街地関連施策での経験など、住宅・建築・都市計画分野における高度
な知見と経験を有し、独立行政法人で人材育成やダイバーシティの実現など持続的な経営
に関する意思決定に参画する経験も有しております。これらの経験及び見識を活かして、
独立した客観的な立場から当社の経営全般に対する監督およびチェック機能を発揮してい
ただくことにより、当社のコーポレートガバナンスの充実、取締役会の機能強化が期待さ
れるため、新たに社外取締役候補者といたしました。

－ 8 －



2025/05/24 13:14:48 / 24180700_フォーライフ株式会社_招集通知_電子提供措置用

取締役選任議案

（注）１. 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
２. 武井佐代里氏は、社外取締役候補者であります。同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満

たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。
３. 当社は、武井佐代里氏の選任が承認された場合には、同氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、

同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償
責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。

４. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険
者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等を填補の対象としております。なお、当該保険契約に
より役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等
に起因する損害等については、填補の対象外としております。各候補者が選任された場合には、いずれも当
該保険の被保険者に含められることになります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更
新を予定しております。

以上

－ 9 －
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当事業年度の事業の状況

事業報告（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

１．会社の現況

「都市に調和する快適で安心な戸建住宅の提供」
私達は、働き甲斐のある会社で、やり甲斐のある仕事を追求し、
高い生産性で社会顧客ニーズに沿った住宅を企画提供します。

自己資本比率40%を保ちROE20%を目安にステークホルダーに誠実な経営を志し、
一年間で一千家族に住まいを供給出来る会社創りを目指します。

■当社のパーパス
当社は、社会における自社の存在意義と志を表す概念として、次のパーパスを軸に戸建住宅を社

会に提供する事業活動を通じて、持続可能な豊かな社会の実現に貢献するとともに、全社一丸とな
り企業価値の向上に取り組んでおります。

⑴　当事業年度の事業の状況
①　事業の経過及び成果

当事業年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善及びインバウンド需要の増加等によ
り、緩やかな回復基調で推移しました。しかしながら、原材料価格やエネルギー価格の高騰、海
外景気の下振れや金融資本市場の変動リスク等への懸念から、依然として先行きは不透明な状況
が続いております。

当社の属する住宅業界におきましては、住宅ローン減税、子育てエコホーム支援事業等の政策
がある一方、建築資材の高騰に加え、住宅ローン金利が上昇基調にあり、2024年の新設住宅着
工戸数はリーマンショック直後の2009年以来15年振りに80万戸台を下回る等、厳しい状況と
なっております。

このような環境の中、主力の分譲住宅事業を中心に、一部価格調整を伴う販売活動等により利
益率の低下は見られたものの、販売棟数が前年から増加したことで、売上高及びセグメント利益
は前期を上回る結果となりました。また当社は、パーパス「都市に調和する快適で安心な戸建住
宅の提供」のもと、自社設計・自社施工管理による高品質でリーズナブルな住宅の供給により、
エリアでの供給実績を積み上げ、持続的成長基盤の強化に取り組んでおります。
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当事業年度の事業の状況

これらの結果、当事業年度の売上高は14,771,438千円（前期比5.6％増）、営業利益は
591,307千円（同126.2％増）、経常利益は524,347千円（同148.4％増）、当期純利益は
550,784千円（同264.1％増）となりました。

セグメントごとの業績は次のとおりであります。

（分譲住宅事業）
分譲住宅事業におきましては、事業エリアの市況を踏まえ、厳選した土地の仕入れを行うとと

もに、販売価格を柔軟に変更する等して完成在庫の早期販売に注力、加えて東京23区の販売数
が高まったことにより１棟当たりの販売単価が上昇した結果、引渡棟数、売上高は、前年実績を
上回りました。引き続き、不動産の仕入れを厳選し、顧客ニーズに応じた供給を行うことで、新
規エリアへの進出と既存営業エリアの深耕により収益性の向上を目指してまいります。

これらの結果、引渡棟数は295棟（前期比23棟増）、売上高は12,431,179千円（同10.1％
増）、営業利益は997,899千円（同65.0％増）となりました。

なお、分譲住宅事業セグメントには、京都住宅事業部の実績、引渡棟数８棟、売上高
320,824千円、営業利益6,532千円が含まれております。

（注文住宅事業）
注文住宅事業におきましては、集客面においてＷＥＢ広告の活用などを積極的に行い、様々な

アプローチから受注獲得に取り組み、多様な顧客ニーズに柔軟に対応できるプランを提案するな
ど、受注棟数の増加を目指しておりましたが、残念ながら需要は伸びず、売上、利益は前年実績
より減少いたしました。今後につきましては、モデルハウスを活用して新たなニーズの掘起こし
と提案力を強化し、魅力ある住宅作りにつなげて行く所存です。また、早期受注・早期着工・早
期引渡を目標に、変化するお客様の価値観・行動様式に対応していくことで、中核事業である注
文住宅事業の収益基盤をより一層強化し収益力の向上に努めてまいります。

これらの結果、引渡棟数は85棟（前期比15棟減）、売上高は2,227,247千円（同9.7％
減）、営業利益は139,850千円（同17.1％減）となりました。

なお、注文住宅事業セグメントには、京都住宅事業部の実績、引渡棟数３棟、売上高72,399
千円、営業利益3,352千円が含まれております。
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当事業年度の事業の状況

セ グ メ ン ト の 名 称 売上高（千円） （前期比） 引渡棟数 (前期)

分 譲 住 宅 事 業
［う ち 土 地 分 譲］

12,431,179 （10.1%） （295） （272）

［286,701］ ［38.0％］ ［6］ ［4］

注 文 住 宅 事 業 2,227,247 （△9.7%） （85） （100）

そ の 他 事 業 113,011 （△52.1%） （3） （5）

合 計 14,771,438 （5.6%） （383） （377）

（その他事業）
その他事業におきましては、主に京都住宅事業部において、マンション（区分所有）における

リノベーションを行い、付加価値を高めたうえで一般顧客への販売を手掛けております。当事業
年度は３戸の販売実績となりました。また、京都住宅事業部においては、分譲住宅事業及び注文
住宅事業を合わせて展開しております。

なお、その他の事業には、京都住宅事業部のリノベーション事業の他、既存建物の小規模改修
工事が含まれております。

これらの結果、売上高は113,011千円（前期比52.1％減）、営業損失は22,864千円（前期は
営業損失32,575千円）となりました。
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②　次期の見通し（2025年４月１日から2026年３月31日まで）
住宅業界におきましては、金利上昇の懸念や資材価格高騰による住宅価格の値上げが続く中、

立地や価格でバランスの取れた戸建住宅の潜在需要は、底堅く推移するものと見込んでおりま
す。しかしながら、米国新政権の関税政策の影響で国内外の経済情勢は、急速に不透明感が増し
ております。国内では、建設技能労働者不足に加え、労務費の高騰並びに時間外労働規制の適用
による影響等、今後、労働力人口の減少が見込まれる中、人材の確保と育成が喫緊の課題と考え
ております。このような状況の下、事業戦略を支える重要な柱として「人材戦略」を展開し、よ
り強靭な経営基盤を構築します。「人材戦略」では、サステナビリティ経営の推進に向けた多様
な人材の獲得と育成強化、エンゲージメント向上に繋がる働きやすい環境と人材の能力を最大化
しうる制度構築を進めてまいります。

さらには、協力会社を含めた施工体制の整備などにより、会社の成長の源泉である人材の質と
量の充実を図ってまいります。取引先との共存共栄については、価格交渉機会を確保し、コミュ
ニケーションを一層強化してまいりました。今後も公平・公正な取引を通じて、信頼関係の構築
に努めてまいります。

当社では、このような経営環境の下、主力の分譲住宅事業においては、東急東横線沿線エリア
を中心に、地域に密着した営業活動を展開することで、用地取得の強化や既存営業エリアの深耕
を進めるとともに、企業の認知度の向上に努めてまいります。また、高品質、低価格な分譲住宅
の企画・開発に注力し、地域特性に合わせたプラン・価格を設定することで、資産回転率の向上
に注力してまいります。

注文住宅事業におきましては、引き続き広告宣伝の強化を図り、展示場内モデルハウスを活用
し、顧客との接点を強化するとともに企業知名度、及びブランド力の向上を図ってまいります。

以上を踏まえまして、当社の次期業績見通しは、以下のように見込んでおります。
2026年３月期業績予想は、売上高は17,500百万円（同事業年度比18.5％増）、営業利益は

800百万円（同事業年度比35.3％増）、経常利益は700百万円（同事業年度比33.5％増）、当
期純利益は500百万円（同事業年度比9.2％減）としております。

－ 13 －
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③　設備投資の状況
当事業年度中において実施しました当社の設備投資の総額は7,052千円であります。

④　資金調達の状況
該当事項はありません。

⑤　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。

⑥　他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

⑦　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

⑧　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
該当事項はありません。
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直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分 第 23 期
(2022年３月期)

第 24 期
(2023年３月期)

第 25 期
(2024年３月期)

第 26 期
（当事業年度）
(2025年３月期)

売 上 高 (千円) 12,359,365 14,114,418 13,987,887 14,771,438
経 常 利 益 (千円) 712,788 336,108 211,061 524,347
当 期 純 利 益 (千円) 480,272 235,816 151,291 550,784
１株当たり当期純利益 (円) 120.09 58.97 37.83 137.72
総 資 産 (千円) 7,577,258 8,472,062 7,885,283 9,618,860
純 資 産 (千円) 3,221,940 3,361,775 3,473,075 3,973,869
１株当たり純資産 (円) 805.64 840.61 868.44 993.66
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⑵　直前３事業年度の財産及び損益の状況

(注) １．１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により算出しております。
２．１株当たり純資産は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。
３．当社は、2022年10月1日付で普通株式1株につき２株の割合をもって株式分割を行っております。こ

れに伴い、第23期（2022年3月期）の期首に当該株式分割が行われたものと仮定して、１株当たり当
期純利益及び１株当たり純資産を算定しております。
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重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題

⑶　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況

該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況
該当事項はありません。

③　親会社等との間の取引に関する事項
該当事項はありません。

⑷　対処すべき課題
当社の対処すべき課題については、一次取得者を主要な顧客層としてリーズナブルな価格かつ

良質な新築戸建住宅を提供するだけでなく、事業用不動産の仕入からアフターサービスまでをワ
ンストップとすることにより、高い顧客満足度の獲得を通して地域社会の貢献に努め、ひいては
中長期的に更なる収益力向上を図る観点から、次の事項を重点施策として取り組む必要があると
判断しております。

① 事業エリアの拡充
当社は、神奈川県横浜市及び川崎市並びに東京都内城南地区を中心に狭小三層構造の新築戸

建住宅の分譲事業を主軸として注文住宅事業へ展開を行っておりますが、この地域は住宅取得
希望者の人気が高い地域であることから、既存店の規模拡充により営業基盤を固め周辺地域へ
延伸を図ってまいります。また、関西圏域における事業展開を進めてまいります。

② 事業用地仕入の強化
当社の主要事業である新築戸建住宅の分譲事業を推進するうえで、事業用地の取得が不可欠

であります。これまで大手不動産仲介会社や地場の不動産会社を通じた仕入を行っております
が、今後も仕入先との一層の関係強化と仕入ルートの多元化により、当社が企図する立地条件
の事業用地を適正価格によって仕入れ、安定的な確保を図ってまいります。

③ 原価管理の強化
原材料費や外注費の上昇については、設計・施工・技術基準の見直しやスケール・メリット

を活かしたコスト低減及び標準工期の順守並びに完成在庫期間の短縮化を図ることにより、品
質を維持しながら収益の確保向上に努めてまいります。

－ 16 －
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重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題

④ 財務管理の強化
当社の資金調達は、事業用地等の取得に係るプロジェクト資金が主たる使途であり、この資

金調達を機動的かつ安定的に行う必要があります。今後の事業拡大のため在庫管理と財務管理
の一層の徹底に努めてまいります。

⑤ 人材の確保と育成
当社は、引き続き持続的な成長を目指すに当たり、事業用地の仕入を担当する企画営業職や

住宅建築を担う建築士・施工技術者の確保等の体制整備を適宜適切に図ることが、地域に密着
した事業活動を支え経営基盤を強固なものとし得ると認識しております。

また、業容を拡大するうえで人的リソースによる寄与度が高いことから、不動産・住宅事業
に関する知見が豊かな人材の中途採用及び新卒採用を推進し、人材確保と事業を牽引する中核
人材育成に積極的に取組んでまいります。

⑥ 内部統制及びコンプライアンス体制の強化
当社は、企業の継続的発展を図るために、内部統制の行き届いた管理体制を高機能に維持し

ていく必要があると認識しております。その一環として、当社の定める内部統制基本方針の遵
守及びコンプライアンス最優先の企業経営に努めてまいります。
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主要な事業内容、主要な営業所及び工場、使用人の状況

事 業 区 分 事 業 内 容

分 譲 住 宅 事 業 神奈川県横浜市及び川崎市並びに東京都内城南地区を中心とした新築戸建住
宅の企画・開発と販売

注 文 住 宅 事 業 神奈川県横浜市及び川崎市並びに東京都内城南地区を中心とした新築戸建住
宅の建築請負

⑸　主要な事業内容（2025年３月31日現在）

本 社 神奈川県横浜市港北区

営 業 所
横浜店：神奈川県横浜市西区、大倉山店：神奈川県横浜市港北区
渋谷店：東京都渋谷区、武蔵小杉住宅展示場：神奈川県川崎市中原区
京都店：京都府京都市下京区

⑹　主要な事業所（2025年３月31日現在）

事 業 区 分 従 業 員 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減

営 業 部 門 40名 1名減

設 計 部 門 20名 3名増

施 工 部 門 31名 1名減

全 　 　 社 （ 共 通 ） 11名 1名減

合 計 102名 ±０名

⑺　従業員の状況（2025年３月31日現在）
同一の従業員が各セグメントに従事しているため、事業部門別の従業員を示すと次のとおりで

あります。

(注) １. 従業員数は、就業人員であり嘱託社員及び有期契約社員を含んでおります。
２. 全社（共通）として記載されている従業員は、管理部門に所属しているものであります。
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主要な借入先の状況、その他会社の現況に関する重要な事項

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 901,000千円

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 903,353千円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 865,000千円

川 崎 信 用 金 庫 485,000千円

横 浜 信 用 金 庫 457,000千円

株 式 会 社 り そ な 銀 行 431,000千円

株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 175,080千円

京 都 中 央 信 用 金 庫 132,000千円

⑻　主要な借入先の状況（2025年３月31日現在）

(注) 借入先が有する当社の株式はありません。

⑼　その他会社の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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株式の状況、新株予約権等の状況

２．株式の状況（2025年３月31日現在）

⑴　発行可能株式総数 14,400,000株

⑵　発行済株式の総数 4,000,000株（自己株式772株を含む）

⑶　株主数 2,484名（前期末比80名増）

株 主 名 持 　 株 　 数 （ 株 ） 持  株  比  率 （ ％ ）

奥 本 健 二 2,640,000 66.01

フ ォ ー ラ イ フ 従 業 員 持 株 会 226,200 5.65

嶋 田 文 吾 60,000 1.50

髙 橋 効 志 38,931 0.97

中 村 　 仁 38,931 0.97

若 杉 精 三 郎 32,700 0.81

山 本 守 之 30,000 0.75

米 田 康 三 27,200 0.68

高 羽 大 介 22,700 0.56

Ｇ Ｍ Ｏ ク リ ッ ク 証 券 株 式 会 社 22,100 0.55

⑷　大株主

(注) １．持株比率は、自己株式（772株）を控除して計算しております。
２．中村仁氏及び髙橋効志氏の持株数には、役員持株会を通じて所有している持分を含めた実質所有株式

数を記載しております。

３．新株予約権等の状況
該当事項はありません。
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会社役員の状況

４．会社役員の状況

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代表取締役社長執行役員 奥 本 健 二
専 務 取 締 役 執 行 役 員 中 村 　 仁 住宅営業本部長
取 締 役 執 行 役 員 髙 橋 効 志 建築本部長　兼　施工部長
取 　 　 締 　 　 役 ( 社 外 ) 井 上 悦 孝
常  勤  監  査  役 ( 社 外 ) 武 田 　 茂 昭和西川株式会社　社外監査役

監 　 　 査 　 　 役 ( 社 外 ) 榎 本 一 久
弁護士法人東京表参道法律会計事務所 代表社員
株式会社クレアスライフ 社外監査役
InstaVR株式会社 社外監査役

監 　 　 査 　 　 役 ( 社 外 ) 荒 　 牧 　 と も 子 荒牧とも子公認会計士事務所 代表
株式会社サイカ 社外監査役

⑴　取締役及び監査役の状況（2025年３月31日現在）

(注) １．常勤監査役 武田茂氏は、事業法人の審査・リスク管理部門における長年の経験を持ち、財務及び会計
に関する相当程度の知見を有しております。

２．監査役 榎本一久氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有しておりま
す。

３．監査役 荒牧とも子氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有
しております。

４. 当社は、井上悦孝氏、武田茂氏、榎本一久氏及び荒牧とも子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役
員として指定し、同取引所に届け出ております。

⑵　責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条

第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額と

しております。
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会社役員の状況

区 分 員 数 報 酬 等 の 額

取 締 役 ５名 99,600千円

監 査 役 ４名 9,800千円

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

９名
（６名）

109,400千円
（15,800千円）

⑶　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締

結しており、当該契約の保険料は全額当社が負担しております。被保険者は当社の取締役、監査
役及び一定の条件に該当する従業員であり、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負
担することとなった争訟費用及び損害賠償金等を填補の対象としております。

なお、当該保険契約により役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置
として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、填補の対象外としておりま
す。

⑷　取締役及び監査役の報酬等
当事業年度に係る報酬等の総額

(注) １. 上表には、2024年６月22日開催の第25回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名（うち
社外取締役１名）及び監査役１名（うち社外監査役１名）を含んでおります。

　　２．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
３. 2016年６月28日開催の第17回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額２億円以内と決議

しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は４名（うち社外取締役０名）であります。
４．監査役の報酬限度額は、2024年６月22日開催の第25回定時株主総会において、年額１千２百万円以

内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は３名（うち社外監査役３名）でありま
す。
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地 位 氏 名 重 要 な 兼 職 の 状 況 重要な兼職先と当社との関係

監 査 役
榎 本 一 久

弁護士法人東京表参道法律会計事務所
代表社員
株式会社クレアスライフ 社外監査役
InstaVR株式会社 社外監査役

重要な取引その他の関係はありません。

荒 牧 と も 子 荒牧とも子公認会計士事務所 代表
株式会社サイカ 社外監査役 重要な取引その他の関係はありません。

⑸　社外役員に関する事項
①　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
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地 位 氏 名
取 締役 会 及び
監 査 役 会
出 席 回 数

取 締 役 会 及 び 監 査 役 会 に お け る
発 言 そ の 他 の 活 動 状 況
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役 井 上 悦 孝
取締役会

14回/14回
(100％)

金融機関での豊富な経験に加え、企業経営における幅広
い経験と見識を活かし、経営の監督と経営全般への助言
など社外取締役に求められる役割・責務を十分に発揮し
ております。
取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正
性を確保するための発言、提言等を行っております。

監 査 役 武 田 　 茂

取締役会
14回/14回

(100％)
監査役会

14回/14回
(100％)

取締役会及び監査役会において、事業法人の取締役及び
監査役としての豊富な経験と実績を生かし、適宜発言を
行っております。
また、監査役会において、監査結果についての意見交
換、監査に関する重要事項の協議等のほか、定期的に開
催される経営会議への出席、代表取締役、会計監査人、
各部門長との意見交換、店舗往査等を行っております。

監 査 役 榎 本 一 久

取締役会
14回/14回

(100％)
監査役会

14回/14回
(100％)

取締役会及び監査役会において、主に弁護士としての専
門的見地から適宜発言を行っております。
また、監査役会において、監査結果についての意見交
換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

監 査 役 荒 牧 と も 子

取締役会
10回/10回

(100％)
監査役会

10回/10回
(100％)

取締役会及び監査役会において、主に財務・会計等に関
し、会計士としての専門的見地から適宜発言を行ってお
ります。
また、監査役会において、監査結果についての意見交
換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
（荒牧氏の活動状況は2024年６月22日監査役就任以降
のものとなります。）

②　当事業年度における主な活動状況
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会計監査人の状況、会社の支配に関する基本方針

５．会計監査人の状況

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 22,000千円

⑴　会計監査人の名称
有限責任監査法人トーマツ

⑵　報酬等の額

(注) １. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監
査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人
の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適
切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等について同意の判断をいた
しました。

⑶　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合

は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認めら

れる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が
選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びそ
の理由を報告いたします。

６．会社の支配に関する基本方針
該当事項はありません。

（注）本事業報告中の記載金額及び株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てております。
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貸 借 対 照 表
（2025年３月31日現在） （単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資 　 産 　 の 　 部 ）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
契 約 資 産
販 売 用 不 動 産
仕 掛 販 売 用 不 動 産
前 渡 金
前 払 費 用
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
車 両 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
減 価 償 却 累 計 額

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア

投 資 そ の 他 の 資 産
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他　

9,278,918
3,222,556
251,716
700,360

4,896,509
122,750
47,182
37,842

339,941
225,336
159,074
43,392
54,604

134,958
△166,693

8,472
8,472

106,132
2,212

63,482
40,438　

（ 負 　 債 　 の 　 部 ）
流 動 負 債 5,532,920

買 掛 金 613,626
短 期 借 入 金 4,171,000
１年内返済予定の長期借入金 73,913
リ ー ス 債 務 3,403
未 払 金 85,453
未 払 法 人 税 等 278,538
契 約 負 債 135,483
預 り 金 35,557
賞 与 引 当 金 132,950
株 主 優 待 引 当 金 2,880
そ の 他 115

固 定 負 債 112,069
長 期 借 入 金 104,520
リ ー ス 債 務 7,549

負 債 合 計 5,644,990
（ 純  資  産  の  部 ）

株 主 資 本 3,973,869
資 本 金 154,880
資 本 剰 余 金 104,880
資 本 準 備 金 104,880

利 益 剰 余 金 3,714,797
利 益 準 備 金 9,529
そ の 他 利 益 剰 余 金 3,705,267
繰 越 利 益 剰 余 金 3,705,267

自 己 株 式 △687
純 資 産 合 計 3,973,869

資 産 合 計 9,618,860 負 債 純 資 産 合 計 9,618,860
（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

損 益 計 算 書

( 2024年４月１日から
2025年３月31日まで )

科 目 金 額
売 上 高 14,771,438
売 上 原 価 12,992,919
売 上 総 利 益 1,778,518

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,187,211
営 業 利 益 591,307

営 業 外 収 益
受 取 利 息 1,412
受 取 家 賃 4,334
違 約 金 収 入 1,000
そ の 他 1,698 8,444

営 業 外 費 用
支 払 利 息 73,805
そ の 他 1,599 75,404
経 常 利 益 524,347

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 301,658 301,658

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 358 358
税 引 前 当 期 純 利 益 825,647
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 289,267
法 人 税 等 調 整 額 △14,404 274,862
当 期 純 利 益 550,784

（単位：千円）

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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独立監査人の監査報告書

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 鈴木　登樹男
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 竹 田 　 裕

2025年５月22日
フォーライフ株式会社
　取締役会　　　御中

有限責任監査法人　トーマツ
　　　　　東　京　事　務　所

　監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、フォーライフ株式会社の

2024年４月１日から2025年３月31日までの第26期事業年度の計算書類、すなわち、貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下
「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記

載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内
容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

会計監査人の計算書類に係る会計監査報告
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当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら
ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程

において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に
重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載
内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した

場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成す

ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の

執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は

誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書におい
て独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤
謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に
影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
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による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた
めに、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合
は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表
示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示している
かどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実

施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関

する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事
項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準
にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以　上
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監査報告書
　当監査役会は、2024年４月１日から2025年３月31日までの第26期事業年度の取締役の職務
の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、
以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に

ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求めました。

⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従
い、取締役、内部監査室その他の従業員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の
整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①  取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会その他重要な会議に出席し、取締役及び

従業員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な
決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしま
した。

②  事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行
規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該
決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び従業員等か
らその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見
を表明いたしました。

③  会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するた
めの体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（企業会計審議会）等に従い整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書につき検
討いたしました。

監査役会の監査報告
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フォーライフ株式会社　監査役会
常 勤 監 査 役
（ 社 外 監 査 役 ） 武 田 　 茂 ㊞
監 査 役
（ 社 外 監 査 役 ） 榎 本 一 久 ㊞
監 査 役
（ 社 外 監 査 役 ） 荒　牧　とも子 ㊞

２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は
認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内
部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘す
べき事項は認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人・有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は、相当であると認めます。

2025年５月22日

　
以　　上
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